
家庭児童相談・
母子自立支援相談
毎週月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
市役所１階・子育て支援課
■子育て支援課（内線184）

幼児療育相談　要予約

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時
ウエルフェア土岐
■幼児療育センター
（☎�6661 内線210）

教育相談
毎週月～金曜日
午前９時～午後３時

〈個別カウンセリング〉
毎週木曜日
午前10時～午後３時
※第３木曜日は午前中

〈グループカウンセリング〉
８月20日（木）
午後１時30分～２時30分
カウンセリングは要予約
■教育相談室（☎�8555）

行　　事 日　　時 内　　容 備　　考

乳幼児健康相談 8月24日（月）午前・午後
8月28日（金）午前

身長・体重測定・相談など
個別で対応いたします
事前に予約をしてください

こども発達相談 言葉が遅いなどお子さんのことが心配な保護者を対象とした相談窓口です

・各種教室については、今後内容を変更し実施する予定です。詳しくは、ホームページまたは「すぐメール」にてお知らせします。

行　　事 西部　☎�6661（内線200） 駄知　☎�1281 肥田　☎�4760

０歳児サロン 18日（火）
午前10時30分～11時30分

７日（金）
午前10時30分～11時30分

20日（木）
午前10時30分～11時30分

講　　座

０歳からの虫歯予防
28日（金）
午前10時30分～11時30分
対象　妊婦さん

０歳～未就園児親子

キャリ★ナビ
21日（金）　講座「もう一度働くには」（40分間）　①午前10時～　②午前10時50分～
　　　　　個別相談　③午前11時30分～12時
　　　　　場所　肥田児童センター　　各回１組限定

・すべての行事は、定員制で本人からの申込が必要です。
・申込は、７月20日（月）からです。

土岐津児童館　☎�8815

●作ってみよう

●水をつかってあそぼう

◉絵本のひろば

◉たまごクラブ

 1日（土）

22日（土）

21・28日（金）

25日（火）

午前10時30分～11時30分

午前10時30分～11時30分

午前11時～11時20分

午前11時～11時30分

妻木児童館　☎�3319

※行事は、西部児童センターと合同で行います。

肥田児童センター　☎�4760

●作ってあそぼう

●スカットボールであそぼう

◉すきすきえほん

 1日（土）

22日（土）

18・25日（火）

午前10時30分～11時30分

午前10時30分～11時30分

午前11時～11時20分

・すべての行事は、定員制で申込が必要です。
・申込は、７月20日（月）から各館・センターで受け付けます。

西部児童センター　☎�6661（内線200）

●ウォーターあそび

●せいぶDEパラリンピック

◉お話のひろば

 1日（土）

22日（土）

19日（水）

午後２時～３時

午前10時30分～11時30分

午前11時～11時30分

駄知児童センター　☎�1281

●作ってみよう

●しゃぼん玉あそび

◉絵本のよみきかせ

 1日（土）

29日（土）

31日（月）

午前10時30分～11時30分

午後２時～３時

午後２時～３時

午前11時～11時15分

泉児童館　☎�5628

●作ってあそぼう

●こわい はなし

◉おはなしランド

◉親子であそぼう

 8日（土）

22日（土）

17日（月）

26日（水）

午前10時30分～11時30分

午前10時30分～11時30分

午前11時～11時15分

午前11時～11時30分
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ひとり親世帯臨時特別給付金 児童扶養手当の現況届をお忘れなく

●子ども向け　◉親子向け

　保健センター　☎�2010

児童館・児童センター　８月の行事予定

子育て支援センター　８月の行事予定

保健センター　教室・相談
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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を
１人で担う低所得のひとり親世帯を支援するため、給付金を
支給します。

▶給付金の対象となる方
＜基本給付＞１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金などを受給しており、令和２年６月分の児童扶養

手当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する

など、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と
なっている方

※①については、８月末頃までに支給予定で、申請は不要です。
※②、③については申請が必要です。詳しくは問い合わせく

ださい。

＜追加給付＞１世帯５万円
上記基本給付対象の①または②に該当する方のうち、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が
減少した方
※申請は、児童扶養手当の現況届と併せて受け付けします。

詳しくは、現況届の案内に同封の文書をご覧ください。
※現況届受付時に聞き取りを行ってからの支給決定となるた

め、支給は９月以降になります。

児童扶養手当を受給している方は、下記の日程で現況
届の手続きをしてください。対象者には案内を送ります。
期間　８月３日（月）～８月31日（月）の平日
時間　午前８時30分～午後５時15分
場所　子育て支援課

平日に手続きができない方は、下記の日程で手続き
をしてください。
日時　８月23日（日） 
　　　午前８時30分～正午、午後１時～５時
場所　子育て支援課
※手当が「支給停止」の場合も手続きが必要です。
※所得状況（扶養義務者も含む）や家族の状況などが

変わった場合、手当額が変わったり支給が停止され
たりすることがあります。

父子・母子家庭等福祉医療費受給者証の更新
現在利用中の受給者証の有効期限は令和２年９

月30日です。
更新が必要な方には、８月上旬に必要書類を送

りますので、８月31日（月）までに手続きをしてく
ださい。
※児童扶養手当を受給している方には、現況届の

案内と一緒に送ります。
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